
 

 

適時開示手続きの業務フロー 

 

 

 

              （決定事実）         （発生事実）                 （決算情報） 

  

 

                     付議                 報告（注１）                  付議 

 

                     承認                 確認                          承認 

 

 

                                                 

 

                                                開示の時期、方法等の承認  開示の指示 

 

 

                                                開示 

 

                                                             

 

（注１）緊急を要する発生事実に関する情報は、社長の判断により、取締役会への報告の

前に開示することができる。 

 

（注２）執行役員会： 

執行役員、常勤の監査等委員である取締役及び社長が指名するその他の者で構成。

会社の重要事項に関する審議及び社長への意見具申並びに業務執行に関する報告、連

絡、調整を目的とする。 

 

社内各部門・各子会社 

取締役会、執行役員会（注２） 

 

情報取扱責任者（経営企画部管掌役員） 

経営企画部経理グループ 

社  長 

情報取扱責任者（経営企画部管掌役員） 

東京証券取引所 

 

開示の時期、方法等の起案 


